
 

「下呂市庁舎の一本化」に関する市民アンケートご協力のお願い 

 

平素 下呂市政に関しご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 現在市では、市内の自治会や各種団体の代表者等１７名からなる下呂市新庁舎整備委員会

を昨年の１１月に立ち上げ、庁舎の一本化に関する調査・検討を進めているところです。 

 つきましては、今後、より広い市民の皆さんのご意見を取り入れながら協議を進めたいと

いう目的から、下記のとおりアンケート調査を行うこととしました。調査の対象者は、市内

に住所を有する１６歳以上の方で、地域や年代のバランスを考慮し無作為で抽出した

2,000 名の方です。 

 調査対象となられた方はお手数ですが、一人でも多くの方の意見が集約できますようご協

力をお願いします。調査結果につきましては、追って、広報等にてご報告します。なお、調

査の内容が本目的以外のために使用されることや個人が特定されることは一切ございませ

ん。 

 

平成２６年２月     下呂市 総務部総務課 

         下呂市新庁舎整備検討委員会 

 

＜同封されているもの＞ 

 ・このお願い文書（Ａ４表裏） １枚 

 ・アンケート調査表（Ａ３表裏） １枚 

 ・返信用封筒 １枚 

 ・参考資料（下呂市新庁舎整備検討委員会だより No.1 及び No.2）  

 

＜アンケートの記入要領等＞ 

 ・該当番号に○を付してください。（複数個所に○を付すものもあります。） 

 ・（ ）内等空欄にはご自由に意見をご記入ください。 

 

＜アンケート用紙の返送＞ 

 ご記入されたアンケート用紙１枚（Ａ３表裏）を、同封の封筒に入れ、２月１７日（月）

までにご投函ください。 

  

※「庁舎一本化を検討するに至った経緯」や「市の考える庁舎一本化と整備の必要性」につ

いては、裏面をご覧ください。 

≪お問い合わせ≫ 
 〒509-2295 下呂市森 960番地 

下呂市新庁舎整備検討委員会事務局 
（下呂市役所総務部総務課内） 

 
電 話 ２４－２２２２（内線 214）  
FAX  ２５－３２５０  
メール soumu1@city.gero.lg.jp 

mailto:soumu1@city.gero.lg.jp


 

＜庁舎一本化を検討するに至った経緯＞ 

 

 平成１５年の益田郡合併協議会では、「新市の事務所の位置は、新庁舎建設まで暫定とし

て下呂町森９６０番地とする」として、現在の萩原町役場庁舎、下呂町役場庁舎に新市の市

役所機能を分割し、呼称は「萩原庁舎」「下呂庁舎」とする、と決定されました。これを受

け、新市まちづくり計画として策定された「煌」には、「新庁舎については、適地を選定す

るなど社会状況等をみながら整備を検討します。」となっております。 

こうした経緯を踏まえ、下呂市は合併以後、分庁方式といって、本課機能を大きく下呂庁

舎、萩原庁舎、星雲会館の３つの庁舎に分けて市政を進めてきましたが、この度、財政厳し

い状況ではありますが、新市まちづくり計画「煌」と市長の公約を基に、下記の必要性から

庁舎を一本化し、整備を図る計画を立てました。 

 ※ここでいう庁舎の一本化とは、分散している下呂庁舎や萩原庁舎、星雲会館の本課機能を一つの庁

舎（建物）内に集約することです。 

※ここでいう庁舎とは、振興事務所以外の本課機能を有する建物で、一部振興事務所を併設している

建物も含みます。 

 

 

＜市の考える庁舎一本化と整備の必要性＞ 

 市では、上記経緯のほか、以下の理由から庁舎の一本化を進めることとしました。 

 

・庁舎の大部分が耐震性に欠け、震度６以上で倒壊する恐れがあり、庁舎が被災すること

で災害対応や復興に遅れが生じる可能性があります。 

 ・庁舎が一本化していると、災害発生時の対応（災害対策本部での情報収集や指示、対応）

がより迅速に行えます。 

 ・庁舎内の各部や課が分散していることから市民に分かりにくく、複数の用事を一箇所で

済ますことが困難となっています。（ただし、日常的な窓口業務等は各振興事務所で対

応しています。） 

 ・各庁舎の老朽化が進んでいることから、修繕経費が年々増加しています。 

・庁舎が分散していることから、業務を進める上での指揮系統や横の連携が取りにくくな

っています。 

 ・有利に庁舎整備の事業費が借りられる※合併特例債の利用期限が、５年後（平成３０年

度）に迫っています。 

・人口の減少等に伴い今後ますます財源や職員が減少する中、より効率的な行政運営が必

要となっています。 

※ここでいう合併特例債とは、広域合併した自治体に発行が認められる債券(借金)で、合併に関連す

る公共施設の建設費などの 95%に充てることができ、国が元利償還の 7割を肩代わりします。発行期

間は合併後 10年間でしたが、東日本大震災を受けて 15年間（被災地は 20年間）に延長されました。

下呂市は平成 30年度までとなります。 
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